
平成17年９月30日 京都府知事指定

都市計画法（昭和43年法律第100号）第43条第１項及び都市計画法施行令

（昭和44年政令第158号）第36条第１項第３号ホの規定により市街化調整区域

において建築行為を行うことができる土地の区域を次のとおり指定する。

なお、その関係図書は、京都府土木建築部建築指導課及び京都府乙訓土木事

務所において縦覧に供する。

区域番号 区域の名称 土地の区域（住宅団地に係るもの）

向概-17-1 寺戸・乾垣内 宅地

向日市寺戸町乾垣内５の１、５の２、５の

５、５の７、５の９、５の11、５の13、５

の15、５の16の一部、５の17から５の19ま

で、５の21、５の23、５の25、５の27、５

の29、５の31、５の33、５の35、５の37、

５の39、５の41、５の43、５の45、５の4

7、５の49、５の51、５の53、５の55、５の

59、５の61、５の63、５の65、５の67、５

の68、５の70、５の72、49の１から49の３

まで

道路、公園

向日市寺戸町乾垣内５の４、５の６、５の

８、５の10、５の14の一部、５の16の一

部、５の20、５の22、５の24、５の26、５

の28、５の30、５の32、５の34、５の36、

５の38の一部、５の42の一部、５の44、５

の46、５の48、５の50、５の52、５の54、

５の56から５の58まで、５の60、５の62、

５の64、５の66、５の71、５の73、17の

２、51






